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Tax Analysis 
 

中国の輸出管理に関する上位法
の公布−企業の輸出コンプライアン
ス体制の早急な整備の必要性 
 
2020年 10月 17⽇、「中華⼈⺠共和国輸出管理法」（以下「輸出管理法」）が全国
⼈⺠代表⼤会常務委員会で可決され、中華⼈⺠共和国主席令第 58号として公布さ
れた。「輸出管理法」は 2020年 12月 1日に正式に施行され、中国の輸出管理体制を
構築する上で、全体的な方向性を示す根幹の法律となる。 
 
背景 
 
輸出管理とは、国が大量破壊兵器等の拡散防止などの国際義務を履行し、国の安全と
利益を守るために、核・生物・化学兵器などの特定品目（関連する物品、技術及びサー
ビスを含む）の輸出に対し、禁止または制限措置を講じることをいう。輸出管理は、国際
的な慣行である。 
 
中国における現行の輸出管理は、主に両用品（通常の⺠⽣品に⽤いられるが、軍事⽬
的にも転用可能な物品のことをいう）、核と軍用品を対象としている。 このうち、両用品と
は一般的に、核・生物・化学・ミサイルなどに関連する物品、技術及びサービス（実務では
「核・生物・化学・ミサイル」と略称、または「敏感品目」と総称する）などの軍⺠両⽤の敏
感品目を指す。 
 
現行の輸出管理制度では、経営者に対する主体資格の管理が行われ、相応の登録・承
認制度を備えられている。客体については、主に輸出管理リスト制度を通じて特定の品目
に対する許可証管理が実施され、国による輸出管理の対象である品目と技術とが管理リ
ストで明記されている。税関総署は、これらの品目の許可証に係る輸出監督管理業務を
担当し、違法輸出案件の調査と処理に関与している。両用品と技術に関する許可証管
理は、商務部により、他の政府機関と協同して実施される。総じて、中国の輸出管理に
は、多くの監督管理機関が関わっており、各機関の間に分業及び協業が存在しているもの
と考えられる。 
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「輸出管理法」の規定において、輸出管理に関連する禁止または制限措置の対象となる輸出行為は以下の通りである。 

• 中国の国内から国外への管理品目の移転 

「輸出管理法」の公布前の中国の輸出管理制度の根拠となる法律文書は、主に「中華
⼈⺠共和国対外国貿易法」と「中華⼈⺠共和国税関法」であった。それらは、輸出管理
に特化した上位法が欠けていたが、輸出管理法の公布により補完された。また、中国にお
ける現行の輸出管理制度は、対象品目別の法規と行政文書が分散していた。統一され
た規制システムの欠如により、法執行機関、及び企業の実務と内部管理に一定の困難を
もたらしていた。輸出管理法の施行により、それらの困難の改善が期待される。 
 
「輸出管理法」は、起草から立法まで 4年以上の準備期間を経ている。 
 

 2016年 商務部の主導による「輸出規制法」の起草 

 2017年 6月 商務部による「輸出管理法」（草案意見募集稿）の公布／ 

パブリックコメントの募集 

 2019年 12月 第 13期全国⼈⺠代表⼤会常務委員会第 15回会議にて、「輸出
管理法」（草案）に対する第一回目の審議の実施／ 

パブリックコメントの募集 

 2020年 6月 第 13期全国⼈⺠代表⼤会常務委員会第 20回会議にて、「輸出
管理法」（草案第 2次審議稿）に対する審議の実施／パブリック
コメントの募集 

 2020年 10月 第 13期全国⼈⺠代表⼤会常務委員会第 22回会議にて、「輸出
管理法」（草案第 3次審議稿）に対する審議の実施／10月 17

日に可決・中華⼈⺠共和国主席令第 58号として公布 

 
 
「輸出管理法」の注目点とコメント 
 
「輸出管理法」には、総則・管理政策・管理リストと管理措置・監督管理・法的責任と附
則の 5章計 49項が含まれている。 現行の輸出管理制度と比べて、「輸出管理法」の注
目すべき点は以下の通りである。 
 
輸出管理の適用範囲の明確化 
 
管理品目 
 
「輸出管理法」では、両用品・核・軍用品について定義された上で管理品目に組み入れ、
「管理品目には物品に関する技術情報などのデータが含まれる」ことが明確にされた。 
 
特筆すべき点として、「輸出管理法」では、「両用品」は「⺠事⽤途と軍事用途の両方に
用いられるもの、または潜在的な軍事力の向上に寄与するもの、特に大量破壊兵器とそ
の運搬手段の設計・開発・生産あるいは使用のための物品、技術とサービス」と定義されて
いることが挙げられる。国際的な慣行が採用され、両用品の管理範囲がさらに明確にされ
た。 
 
また、「輸出管理法」では、管理品目を全面的に網羅するため、「国家の安全と利益の保
護、及び大量破壊兵器の拡散防止などの国際義務の履行に関わるその他の物品、技
術、サービスなどの品目」が併せて管理品目に組み入れられ、包括条項（一般条項）とさ
れている。 
 
輸出管理の対象である輸出行為 
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• 中国の公⺠、法⼈組織と⾮法⼈組織から外国の組織や個人への管理品目の提供 
 
上述の第一項は、現行規定との整合のために定められたものである。第二項は「輸出管理法」の追加内容であり、米国の輸出管理規則
における「みなし輸出」規定に類似するものである。上述の規定上、中国国内に位置する外国組織（代理人）または外国個人に管理品
目を提供する場合も、「輸出管理法」に基づき管理されることが定められている。 
 
また、「輸出管理法」は、管理品目の通過・中継・通運・再輸出または保税監督管理場所から国外への輸出に対しても適用される。また、
今回初めて、再輸出が適用対象として組み込まれた。ただし、「輸出管理法」において「再輸出」の定義付けは行われていない。輸出管理
を担当する政府機関からの企業のコンプライアンス確保のためのガイドラインまたは実施細則の公布が期待される。 
 
 
管理主体 
 
主体について、「輸出管理法」の管理下に置かれている輸出行為は、中国の国内外にある自然人、法人及びその他の組織を含む各種主
体に関わるものである。 
 
国外主体について、「輸出管理法」に追加された域外管轄権関連の包括条項の実施形態は注目に値する。「輸出管理法」では、国外の
組織や個人が輸出管理規定に違反し、中国の国家安全と利益に危害を及ぼし、大量破壊兵器の拡散防止などの国際的義務の履行
を妨げた場合、中国は法の下で相応な措置を講じ、法的責任を追及することが規定されている。 
 
また、「輸出管理法」では「中国は輸出管理措置を濫用して中国の国家安全や利益を損ねる国・地域に対し、実際の状況を勘案した上
で、対等の対抗措置を講じることができる」と明確に規定されている。 
 
「輸出管理法」は、輸出事業者による輸出行為に直接な影響を及ぼす。さらに、「いかなる組織・個人も、輸出事業者による輸出管理法
への違反に該当する行為に対して、フォワーディング・貨物輸送・郵便配達・通関、第三者電子商取引プラットフォーム及び金融などのサービ
スを提供してはならない」と規定されている。したがって、この規定に違反したサービス提供者は、「輸出管理法」に基づいた法的責任を問わ
れることになる。 
 
 
輸出管理リスト及び輸出許可制度の整備 
 
管理品目の輸出管理リスト、臨時輸出管理及び「認識もしくは認識し得るべき場合に負う義務」 
 
現行の輸出管理制度において、輸出管理リストに掲載される品目に対して許可制が採用されている。すなわち、輸出管理リストに掲載さ
れている品目を輸出する場合、輸出事業者は関連の政府機関に許可を求める必要がある。現行の実務上、商務部と税関総署は、年
度ごとに各種類の管理品目に関する輸出管理リストをまとめた冊子を公布している。リストに掲載されていない品目について、関連政府機
関は臨時輸出管理を実施する権限を有する。すなわち、経営者が臨時輸出管理の対象品目を輸出する場合も、関連政府機関からの
許可を得る必要がある。 
 
現行の管理品目に関する輸出管理リストと輸出許可制度を踏襲する上で、「輸出管理法」では、臨時輸出管理品目に関する規定が追
加された。具体的には以下の通りである。 
（1）輸出管理リストに掲載されていない品目に対して臨時輸出管理を実施する場合、公告すべきである。 
（2）臨時輸出管理の実施期間は 2年を超えてはならない。 
（3）臨時輸出管理の実施期間が満了する前に、適時に評価を行う。その結果に基づき、臨時輸出管理の取り消し・延⻑・臨時輸出
管理品目の輸出管理リストへの追加に関する決定をする必要がある。 
 
上述のほか、「輸出管理法」では、全面的な管理のため、輸出事業者が「認識もしくは認識し得るべき場合に負う義務」について明確に規
定された。すなわち、輸出事業者は、関連の物品・技術・サービスに以下のリスクが存在する可能性があることを認識もしくは認識し得るべ
き場合、または輸出管理を担当する政府機関から通知を受けた場合、輸出管理を担当する政府機関に輸出許可を得る必要がある。 

• 国の安全と利益に危害を及ぼすこと 
• 大量破壊兵器兵器とその運搬手段の設計・開発・生産・応用に使用されること 
• テロを目的として使用されること 

 
輸出事業者は、輸出する物品、技術及びサービスが輸出管理の対象であるか否かを判断できない場合、輸出管理を担当する政府機関
に相談することができる。それに対し、輸出管理を担当する政府機関は速やかに対応する。 
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最終顧客と最終用途管理 
 
輸出許可申請の審査において、管理品目の最終顧客と最終用途は、関連輸出を担当する政府機関が審査すべき重要な要素である。
「輸出管理法」では、最終顧客・最終用途管理の強化、及び関連のリスク管理体制の導入が求められる。そのため、「輸出管理を担当す
る政府機関は、管理品目の最終顧客と最終用途に対して評価・審査を行わなければならない。輸出事業者、輸入事業者が、管理品目
の最終顧客または最終用途の変更の可能性を認識した場合、関連規定に従い、速やかに輸出管理を担当する政府機関に報告しなけ
ればならない」と規定されている。 
 
特筆すべき点として、「輸出管理法」の規定により、以下のいずれかの状況に該当する輸入事業者と最終顧客について、禁輸企業リストを
作成しなければならない点が挙げられる。 

• 最終顧客または最終用途の輸出管理要求に対する違反 
• 国の安全・利益に損害を与える恐れ 
• 輸出管理品目のテロを目的とした使用 

 
禁輸企業リストに掲載された輸入事業者と最終顧客に対して、管理品目に係る取引の禁止・制限、管理品目の輸出中止命令等の必
要な措置が実施される可能性がある。輸出事業者は禁輸企業リストに掲載された輸入事業者、最終顧客との取引が原則として禁止さ
れている。特殊な事情がある場合、輸出事業者が関連申請を提出することができる。 
 
救済措置として、禁輸企業リストに掲載された輸入事業者・最終顧客は、改善措置の実施を経て、上述の 3つの状況に該当しなくなっ
た場合、輸出管理を担当する政府機関に禁輸企業リストからの除外を申請することができる。輸出管理を担当する政府機関は実際の状
況に基づき、関連の輸入事業者・最終顧客を禁輸企業リストから除外するか否かを決定することができる。 
 
 
所轄機関の監督管理権限の規範化 
 
「輸出管理法」の規定により、輸出管理を担当する政府機関が「輸出管理法」に違反する疑いのある行為に対して調査を行う際、以下の
措置を実施することができる。 

• 調査対象者の営業場所またはその他の関連場所への立ち入り検査 
• 調査対象者、利害関係者及びその他の関連組織または個人に質疑・調査対象案件に関する事項の説明の要求 
• 調査対象者、利害関係者及びその他の関連組織または個人の関連証憑・協議書・会計帳簿・業務上の連絡文書や電子メー
ル等の書類・資料の閲覧とコピー 

• 輸出に用いる輸送手段の検査・不審な輸出品目の出荷作業の差し止め・違法輸出品目の返送命令 
• 調査に関わる輸出品目の差し押さえ・押収 
• 調査対象者の銀行口座の照会 

 
特筆すべき点として、「輸出管理法」では、税関が輸出管理品目に対して検査を行う権利について明確に規定されていることが挙げられる。
具体的には、「輸出物品が輸出管理の対象に該当する可能性があることを示す証拠が存在する場合、税関は、輸出物品の荷送人に質
疑を行い、輸出管理を担当する政府機関に鑑定を申請することができる。輸出管理を担当する政府機関は、輸出物品が管理品目に該
当するか否かについて鑑定した上で、結論を提示する。その後、税関はその鑑定の結論に基づき、法に従い処理をすることができる。鑑定ま
たは質疑期間において、税関は当該輸出物品の通関を許可しない」と規定されている。上述の規定は、現行の核輸出、核両用品及び両
用品の輸出許可証に関する輸出制度の関連規定に類似している。この規定により、税関は質疑の権利が与えられている。相違点として、
現行規定では、輸出事業者は「輸出管理範囲に該当するか否かの証明書の発行を商務部に申請すること」のみ要求されているのに対し、
「輸出管理法」では、税関側から輸出管理を担当する政府機関へ鑑定を申請できるように規定されていることが挙げられる。 
 
 
違法行為に関する法的責任の強化 
 
「輸出管理法」の法的責任の章節は、現行法規と比べて大幅な改正が行われた。具体的には、以下の通りである。 
 
新しい管理措置の導入によって、法的責任を問われる違法行為が追加された（例：輸入事業者と最終顧客を対象とする禁輸リストの
作成に関する規定）。それに伴い、輸出事業者が規定に違反し、禁輸企業リストに掲載された輸入事業者や最終顧客と取引を行った
場合の罰則条項が追加された。上述の行為を行った輸出事業者は、警告・違法行為の停止命令・違法所得の没収。違法売上高の 20
倍を上限とする罰金・業務停止処分と業務改善命令・輸出管理物品の輸出経営資格の取り消しなどの処罰を受ける可能性がある。 
 
「輸出管理法」の規定により、輸出活動の仲介業者であるサービス提供業者も管理対象主体の範囲の対象となり、関連の罰則規定が
追加された。具体的には、輸出事業者による輸出管理法への違反に該当する行為に対して、フォワーディング・貨物輸送・郵便配達・通関、



5 
 

第三者電子商取引プラットフォーム及び金融などのサービスを提供する場合、警告・違法行為の停止命令・違法所得の没収・罰金などの
処罰を受ける可能性がある。 
 
現行制度において罰則が設けられている類似の違法行為に対して、「輸出管理法」では、関連処罰が強化された。一例として、「法律と行
政法規により、税関が処罰を担当する事項について、税関が「輸出管理法」に基づき罰則を適用する」と規定されたことが挙げられる。現
行規定では、関連の違法行為に対して税関法律・行政法規における罰則が適用される。それに対して、「輸出管理法」の罰則はより厳し
いものとなっている。規定に違反して輸出禁止物品を輸出した場合の罰則の例は下表のとおりである。 
 

違法行為 規定に違反して輸出禁止物品を輸出した場合、または 
規定に違反して輸出制限物品を輸出し、かつ許可証を提出できない場合 

処罰根拠 「税関行政処罰実施条例」 「輸出管理法」 

法的責任 • 規定に違反し、輸出禁止物品を輸出した場合、
当該貨物の返送を命令し、100万⼈⺠元以下
の罰金に処する。 

• 規定に違反し、輸出制限物品を輸出した場合に
おいて、許可証を提出できないときは、輸出貨物
の通関を認めず、かつ物品の価値の 30%以下の
罰金に処する 

• 違法行為の停止を命令する。 

• 違法所得を没収する。 

• 50万⼈⺠元以上、違法売上高の 10倍までの
罰金に処する。 

• 重度の違反である場合、業務停止と業務改善
を命令する。場合によっては、関連管理品目の輸
出経営資格の取り消しを行う。 

 
また、留意点として、「輸出管理法」に基づき処罰を受けた輸出事業者は、輸出経営活動への従事が制限または禁止される可能性があ
り、その結果、企業の生産経営に対する⻑期的な影響が生じる可能性があることが挙げられる。当該違法状況は企業の信用記録に残り、
その他の面で企業に悪影響を与える可能性もある。 
 
 
企業における輸出管理コンプライアンス体制の構築の誘導 
 
「輸出管理法」では、「輸出管理を担当する政府機関は関連業界の輸出管理ガイドラインを適時に公布し、輸出事業者が健全な輸出
管理コンプライアンス体制を構築し、規範化経営を推進できるように誘導する。輸出事業者が輸出管理コンプライアンス体制を構築し、か
つその運用状況が良好である場合、輸出管理を担当する政府機関はその管理品目の輸出に対して、汎用許可証を発行するなどの利便
化の措置を与える」と明確に規定されている。当該規定は、企業による自主的なコンプライアンスの確保を誘導するという国の施策方針を
反映するものである。 
 
 
コメント 
 
近年、貿易保護主義が世界範囲で台頭している。米中貿易摩擦、イギリスの欧州連合離脱、地域間における関税と非関税の障壁、米
国の輸出管理、知的財産権の保護、国家安全、情報セキュリティなどの貿易・コンプライアンス問題は、企業の存続と発展に対して不確
実なリスクをもたらした。中国はこの数ヶ月の間に、「中国輸出禁止・輸出制限技術目録」の改正、信頼度の低い事業体リスト制度の確
立などの一連の措置を相次いで打ち出し、「輸出管理法」を公布した。企業の経営上、コンプライアンスの要求と法的責任はさらに高まり、
サプライチェーンと貿易関連のコンプライアンスの重要性は、より一層浮彫りになっている。 
 
「輸出管理法」では、管理品目・管理対象となる輸出行為・管理措置・適用主体などについて明確に定められたことで、輸出管理の範囲
がより一層明確になった。現行の輸出管理制度と比べて、「輸出管理法」は違法行為に対する罰則を強化したため、輸出事業者は違法
行為を行った場合、従来よりも厳しい処罰を受けることになる。従って、企業内部の輸出管理コンプライアンス体制の構築、最適化と整備
は、経営上のコンプライアンスリスクの低減・社内リソースの統合・社内活動の規範化において戦略的な役割を果たすことが予想される。 
 
「輸出管理法」の公布前に、関連の政府機関は企業による自主的なコンプライアンス確保を誘導する働きかけが行われた。商務部は「両
用物品・技術を経営する企業による社内輸出管理体制の確立に関する指導意見」（以下「指導意見」）において、両用物品・技術の
研究開発、生産及び輸出入に従事する企業がどのように社内輸出管理体制を確立するかについて、6つの基本要素を提示した（下表
の米中コンプライアンスガイドラインに関する要素の比較を参照）。中国の輸出管理コンプライアンスの観点から、「指導意見」により、どのよ
うに社内輸出管理体制を確立・整備すべきかについて、企業に有益な参考事項が提示された。企業は「指導意見」を踏まえた上で、自身
の業務に適用される法律による影響を総合的に考慮し、全面的な社内コンプライアンス体制を確立する必要がある。 
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 中国商務部「指導意見」 米国輸出コンプライアンスガイドライン 
 

基本要素 （一）政策声明の作成 
（二）組織機構の設立 
（三）審査手順の作成 
（四）管理マニュアルの作成 
（五）教育トレーニングの展開 
（六）資料・書類の保存 

（一）管理者層の承諾 
（二）リスク評価 
（三）輸出授権 
（四）書類の保存 
（五）トレーニング 
（六）監査 
（七）輸出違法事項の処理と改正措置の実施 
（八）輸出コンプライアンスマニュアルの作成とメンテナン
ス 

 
「指導意見」では、「企業内部輸出管理メカニズムの枠組み設計」に関する作業計画についても言及された。「輸出管理法」の公布に鑑み
て、次のステップとして商務部が当該作業に着手するか否かに関して注目されている。 
 
輸出企業は、自身の業務状況及び商務部による「指導意見」における 6つの要素を踏まえた上で、世界各地のベストプラクティスの参照と
社内輸出管理コンプライアンス体制の確立を行い、社内の全組織と全業務に対する運用の実施が推奨される。輸出管理のコンプライアン
スに関する法整備が進み、関連の規定が日増しに複雑になる中で、企業は良好な審査・記録保存メカニズムを備えているか重点的に留
意する必要がある。そして、コンプライアンス確保を受動的なものから自主的なものへと進化させ、日常的な業務で事前審査を行い、かつ
相応の記録（例：契約書・記帳証憑。業務連絡メール・社内審議記録など）を保存することで、社内コンプライアンスの管理措置の透
明化と遡及可能性を確保する。 
 
一例として、許可証の申請準備段階において、企業は「輸出管理法」に挙げられた許可証審査の考慮要因を踏まえた上で、自主的なレ
ビュー及びクロスレビュー体制を確立する必要があることが挙げられる。また、最終顧客と最終用途管理の面で、企業は「輸出管理法」の要
求に基づき、業務パートナーに対する背景調査を強化し、特に取引の最終顧客と最終用途に対するデューディリジェンスを怠らぬよう注意す
る必要がある。関連する企業は、最終顧客と最終用途に対する社内審査・管理体制を確立した上で、着実に実施しなければならない。 
 
企業は、グローバル輸出管理コンプライアンス分野の専門的な取り組みを踏まえた上で、以下の方法を参考に効果的な輸出管理貿易コン
プライアンスの枠組みを構築することが推奨される。 
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「輸出管理法」は、1 ヶ月後に正式に施行される。商務部はスポークスマンを通じて、輸出管理リストを整備した上で公布し、「輸出管理
法」に関係する法規の制定を積極的に推進する旨を伝えた。そのため、関連する企業は引き続き、輸出管理リストの公布及び関連の法
規・ガイドラインのアップデートに留意し、「輸出管理法」の実施に向けて、輸出管理関係の日常コンプライアンス管理の整備に尽力すること
が推奨される。主な対応の一例は以下の通りである。 
 

• 新しい法律・法規が企業の業務にもたらす影響について分析し、商品ラインナップの整理と関税分類についてレビューを行う。その
際に、輸出管理の対象となる品目の有無を確認し、「輸出管理法」の規定を踏まえた上で、輸出管理の各種対象品目（物
品・技術・サービス）の輸出入コンプライアンス管理戦略を確認する。 

• 適用する法律法規に基づき、各種の具体的な業務に対するリスクの識別と評価を行う。輸出管理の対象となる状況（例：中
国国内にある外国組織（代理人）または外国個人に管理品目を提供する場合）を識別し、リスク主導型のリスクマップを作
成する。そのうち、特定の業務では、コンプライアンス管理戦略及びコントロールの重要事項を別途作成し、輸出管理コンプライア
ンス体系を確立・整備する。 

• 管理品目については、早期に輸出許可申請を推進する。（例：提出用材料の準備・所轄政府機関とのコミュニケーションな
ど） 

• マネジメント及び従業員に貿易コンプライアンスに関する研修指導を提供する。 
• 監督管理実務の動向に基づき、貿易プロセス及び自動化ソリューションについて再検討と品質改善を行う。 
• 必要に応じて、外部の専門機構の協力を求める。 
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